
福島市告示第１３６号 

 

 

 地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２３１条の２の３第１項に規定する指定納付受託者につい

て、同法第２３１条の２の３第２項の規定に基づき、下記の者を指定納付受託者に指定したので告示し

ます。 

 

  令和 ８年 ４月 ２７日 

 

 

福島市長  馬 場  雄 基      

 

記 

 

１ 指定納付受託者の名称及び所在地 

  BABY JOB 株式会社 

  大阪府大阪市淀川区西中島６丁目７－８ ７Ｆ 

 

２ 指定納付受託者に納付させることができる歳入の種類 

  公立保育施設に係る利用料その他これに類する歳入 

  （誰でも通園制度実費徴収金、病児・病後児保育実費徴収金、 

   保育施設副食売払収入、保育施設主食売払収入等） 

 

３ 指定納付受託者に歳入を納入させる期間 

  令和８年４月２７日から令和９年３月３１日まで 


